
公認試合のユニホーム着用制限の件 2024-10-4 

公認試合のユニホーム着用の件 

都ア協、10月理事会議事録に下記の記述がありましたのでご注意下さい。 

学校名や会社名でエントリーした場合は文京ユニホームの着用はしないようにお願いしま

す。 

  

●2024年 10月理事会議事録 (tokyo-archery.org) 

  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊ 

ユニホームの規定について（松村） 

会社名でのエントリーが認められて以降、ユニホームのチーム名の記載で大会によって解釈

が異なる場合が見受けられる。 

ユニホーム記載のチーム名についても、どこまで緩和されるのかについて全ア連の確認をお

こない審判員が現場で判断に迷わないようにいていく。 

全ア連に問い合わせ済み。（10/4） 

全ア連の確認した内容は文書配信等により情報を共有します。 

上記の背景：協会でエントリーしているが、違う名称のユニホームを着ている場合が見受けら

れる。 

本来はエントリーした名称のユニホームを着る必要がある。 

例：学校名でエントリーしたが、所属協会のユニホームを着ている 

チーム名の表示は大きさ制限が無いため、広告として利用される可能性がある 

 

https://tokyo-archery.org/wp-content/uploads/2024/10/%E2%97%8F2024%E5%B9%B410%E6%9C%88%E7%90%86%E4%BA%8B%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E9%8C%B2.pdf

